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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２に等しいＤＥを有するマルトデキストリンと分枝マルトデキストリンとの混合物を含
むことを特徴とする、脂肪分ゼロのチューインペースト。
【請求項２】
　０．１％～２５％の前記マルトデキストリンを含み、その割合は、前記チューインペー
ストの総重量に対する重量によって表されることを特徴とする、請求項１に記載のチュー
インペースト。
【請求項３】
　０．１％～５０％の前記分枝マルトデキストリンを含み、その割合は、前記チューイン
ペーストの総重量に対する重量によって表されることを特徴とする、請求項１に記載のチ
ューインペースト。
【請求項４】
　ゼラチンを含有しないことを特徴とする、請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記
載のチューインペースト。
【請求項５】
　無糖であることを特徴とする、請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載のチュー
インペースト。
【請求項６】
　ガムベース、詳細には５重量％～５０重量％のガムベースもまた含有することを特徴と
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する、請求項１ないし請求項５のいずれか一項に記載のチューインペースト。
【請求項７】
　ポリオール類を含有しないことを特徴とする、請求項６に記載のチューインペースト。
【請求項８】
　チューインペーストにおける脂肪の代用としての２に等しいＤＥを有するマルトデキス
トリンと分枝マルトデキストリンとの混合物の使用。
【請求項９】
　チューインガム組成物であって、
－　５％～２５％の少なくとも１つのガムベース、
－　５％～９０％の請求項１ないし請求項７のいずれか一項に記載のチューインペースト
、
－　０．１％～８％の少なくとも１つの香料
を含有し、その割合は、前記チューインガム組成物の総重量に対する乾燥重量として提供
される、チューインガム組成物。
【請求項１０】
　以下のステップ：
　－　請求項１ないし請求項７のいずれか一項に記載のチューインペーストを前記ガムベ
ースと混合するステップ、
　－　前記混合物を圧延又は押出しするステップ、
　－　前記チューインガムを回収するステップ
を含むことを特徴とする、請求項９に記載のチューインガム組成物の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は新規菓子に関し、より詳細には、脂肪分が低減された、又はさらには完全に排
除されたチューインペーストに関する。この脂肪の低減又は排除により、脂肪を含有する
同じ菓子と同様の食感を保持しながらもカロリー含有量が低減された菓子を実現すること
が可能となる。さらに、本発明はまた、新規の食感及び味を作り出すためのこの新規菓子
と既存の菓子との組み合わせにも関する。
【０００２】
　本発明はまた、かかる菓子の調製方法にも関する。
【背景技術】
【０００３】
　菓子製品は数多くある。その共通点は、糖及び／又はポリオール類の加熱調理及びそれ
らと他の成分との混合によって種々の香味及び特色を実現することである。菓子は、特に
、糖類又はポリオール類、甘味料、脂肪、乳化剤、香料、着色料、無機及び／又は有機酸
及び／又は塩基及びそれらの塩、及び植物又は動物由来の１つ以上の増粘及び／又はゲル
化親水コロイド、例えば、アラビアゴム、ゼラチン、ペクチン、カラギーナン、アルギン
酸塩、セルロース及びデンプン及びそれらの誘導体からなる。
【０００４】
　チューインペーストは、脂肪が添加された糖とグルコースシロップとの混合物を加熱調
理することによって得られうる。伝統的に、従来のチューインペーストは４～８％、時に
１０％の脂肪を含有する。次に加熱調理された塊が、例えば、引き延ばし、叩き付け（任
意選択で圧力下で）、圧力下での混合、又は押出しなどの製菓業者に周知の方法の一つに
よって空気が混和されて軽量化され得る。チューインペーストにその特有の食感を与える
のは、この脂肪の存在下における空気混和である。
【０００５】
　本発明は、伝統的に脂肪を含有するチューインペーストタイプのあらゆる菓子に関する
。
【０００６】
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　菓子に使用される脂肪は種々のものに由来し得る。最も多くの場合に、脂肪は硬化パー
ム油である。場合によっては、脂肪はまたヤシ油であることもある。
【０００７】
　パーム油は、現在、食品加工業において非常によく用いられている（適用の８０％が該
当する）。生産コストが極めて低く、食品を保存し且つ柔らかくする能力があることから
、この生成物はこの業界において重要な要素となっている。
【０００８】
　実際、我々の食事を成り立たせる方法は大きく変化しつつある。我々の食事は、完全に
自然な家庭料理から、食品加工業者によって改変された食品をますます多く含むようにな
っている。先進国では、この改変に付随して脂肪酸の寄与分の増加が生じており、脂肪酸
は我々のエネルギー摂取量の２５％から４５％に増加している。しかしながら、この増加
は、シス不飽和脂肪酸に不利に、且つ我々の健康への悪影響が数多くあるトランス飽和脂
肪酸に有利に起こっている。悪影響としては、心血管疾患、肥満症、糖尿病、及びまた、
実に意外なことに、うつ病を挙げることができる。
【０００９】
　食品加工業にとって、理想的な食物脂肪は室温で固体のコンシステンシーを有しなけれ
ばならず、それによって食品により良好な安定性がもたらされる。これが、十分な分量の
不飽和脂肪酸を含有するため室温で液体である精製植物油が退けられ、飽和脂肪酸が豊富
なマーガリンが有利となっている理由である。
【００１０】
　理想的な脂肪はまた、食品が空気に触れて苦味のある匂い及び不快な味を帯びること（
これは、不飽和脂肪酸の過酸化によって引き起こされる、食品が酸敗臭に変わるときに起
こるものである）を防いで、食品の良好な保存にも寄与しなければならない。従って、パ
ーム油を含めた精製植物油に含まれる「良い」不飽和脂肪酸を飽和脂肪酸に換える必要が
ある。しかしながらその融点が高過ぎてはならず、さもなければ最終製品にろう様の味が
付与される。
【００１１】
　さらに、理想的な食物脂肪は、柔らかい食感の感覚及び食欲をそそる味を付与しなけれ
ばならない。このように、ペストリーでは、口の中でとろける感覚が好まれる。最後に、
この脂肪が任意の潜在的に発癌性の化合物を遊離することのないように、それが加熱調理
温度で急速に分解せず、且ついかなるアレルゲン性もないことを確実にする必要がある。
これらの特徴は、好ましくは、個人消費に過度の負担をかけないため、低い生産コストで
実現されなければならない。これは、上述の品質を実現するため油、特にパーム油の様々
な処理技法を開発している食品工業の仕様書の簡単な説明であった。
【００１２】
　パーム油は、その高含量の飽和脂肪酸（例えばバターなどの動物性脂肪と比べてはるか
に高い）に起因して室温で固体であるため、本来「パーム脂肪」と呼ばれるべきである。
【００１３】
　パーム油は、ビスケット、菓子類、量産型のパン、チョコレートバー、シリアル、マー
ガリン、アイスクリーム等の多種多様な製品に（また一部の石鹸、香水、化粧品等にも）
見出される。
【００１４】
　トランス脂肪酸と同様に、飽和脂肪酸もまた悪玉コレステロールを増加させる。従って
、飽和脂肪酸が豊富な脂肪（ここではパーム油）を既に飽和脂肪酸が豊富な食料品に加え
ると、健康の害になる。
【００１５】
　さらに、パーム油の生産は、大量の森林伐採、温室効果ガス排出及び生物多様性に対す
る負の影響を伴う。
【００１６】
　近年、逆転した傾向が見られている。これらの環境及び健康上の有害な影響に対抗する
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ため、幾つかの大規模チェーン（ファストフード、大型スーパー、食品加工企業等）は、
その食品生産におけるパーム油の使用を大幅に低減し、又はさらには完全に排除すること
を選択している。
【００１７】
　本発明はこの観点に関するものであり、なぜならそれが、菓子、より詳細にはチューイ
ンペーストタイプの菓子における脂肪の低減、又はさらには完全な排除を可能にするため
である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　従って、満足のいく外観、口内又は最終包装内のいずれにも粘着しないこと、脂肪を含
む対照に可能な限り近い口内での食感、及び時間の経過に伴う硬化又は軟化に関して満足
のいく安定性といった所望の特性を菓子に付与しながらも、菓子における脂肪を完全に又
は部分的に置き換えることが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　この知見を携えて、及び数多くの研究調査を経て、感心なことに本出願人の会社は、求
められる全ての要求を満足させており、デンプン加水分解物、詳細にはマルトデキストリ
ンと繊維との特定の組み合わせを使用する場合にはかかる目的を達成し得ることを見出し
た。
【００２０】
　従って、感心なことに本出願人は、デンプン加水分解物と植物繊維との組み合わせが、
先行技術の前提に比して意外且つ予想外にも、有利には、脂肪を含有する従来の菓子と少
なくとも同等か、又はさらにはそれを上回る官能品質、詳細には味覚、嗅覚、視覚及び触
覚特性を保ちつつ、同時に、菓子、詳細にはチューインペーストタイプの菓子における脂
肪を置き換え得ることを発見した。さらに、本発明はまた、概して脂肪の酸化に関連した
、菓子が酸敗臭に変わる問題を回避することにより、菓子の保存期間を改善することも可
能にする。
【００２１】
　本発明の主題である菓子はまた、ある場合には脂肪の軟化に関連する変形の現象を呈す
ることが少ない。
【００２２】
　従って本発明は、デンプン加水分解物、詳細にはマルトデキストリンと、植物繊維との
混合物を含むことを特徴とする、低脂肪分又は脂肪分ゼロの菓子、詳細にはチューインペ
ーストタイプの菓子に関する。
【００２３】
　詳細な一実施形態において、本発明に係る菓子は３％未満の脂肪分を含む（その割合は
、菓子の総重量に対する重量によって表される）。
【００２４】
　前記菓子は、０．１％～２５％、好ましくは２％～１０％、より優先的には３％～８％
のデンプン加水分解物（その割合は、菓子の総重量に対する重量によって表される）を含
むことを特徴とする。前記菓子はまた、０．１％～５０％、好ましくは１％～１０％、よ
り優先的には１％～６％の繊維（その割合は、菓子の総重量に対する重量によって表され
る）を含むことも特徴とする。
【００２５】
　有利な実施形態によれば、本発明に係る前記菓子はゼラチン及び／又は糖を含有しない
。
【００２６】
　好ましい一態様によれば、マルトデキストリンは１０未満のＤＥ、より優先的にはさら
に５未満のＤＥを有する。
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【００２７】
　さらにより好ましい態様によれば、デンプン加水分解物は、２に等しいＤＥを有するマ
ルトデキストリンである。
【００２８】
　本発明に係る菓子において、植物繊維は、可溶性繊維、不溶性繊維、又はこれらの混合
物から選択される。
【００２９】
　好ましい一態様によれば、不溶性植物繊維は、難消化性デンプン類、穀類繊維、果実繊
維、野菜繊維、マメ科植物繊維、又はこれらの混合物から選択される。
【００３０】
　本発明の別の好ましい実施形態によれば、可溶性植物繊維は、フルクタン類、例えばフ
ラクトオリゴ糖類（ＦＯＳ類）及びイヌリン、グルコオリゴ糖類（ＧＯＳ類）、イソマル
トオリゴ糖類（ＩＭＯ類）、トランスガラクトオリゴ糖類（ＴＯＳ類）、ピロデキストリ
ン類、ポリデキストロース、分枝マルトデキストリン類、難消化性デキストリン類又は油
糧植物若しくはタンパク質産生植物に由来する可溶性オリゴ糖類から選択される。
【００３１】
　より優先的な態様によれば、可溶性植物繊維は分枝マルトデキストリンである。
【００３２】
　詳細な実施形態によれば、本発明に係る菓子は、ガムベース、詳細には５重量％～５０
重量％のガムベースを含有する。
【００３３】
　詳細な実施形態によれば、本発明に係る菓子はポリオール類を含有しない。
【００３４】
　本発明はまた、菓子、詳細にはチューインペーストにおける脂肪の代用としてのデンプ
ン加水分解物、詳細にはマルトデキストリンと、植物繊維との混合物の使用にも関する。
【００３５】
　本発明はまた、
－　５％～２５％、優先的には７％～２２％の少なくとも１つのガムベース、
－　５％～９０％、優先的には２０％～８０％、及びより優先的にはさらに３０％～７５
％の本発明に係る菓子、
－　０．１％～８％、優先的には０．１％～３％の少なくとも１つの香料
（その割合は、前記チューインガム組成物の総重量に対する乾燥重量として提供される）
を含有するチューインガム組成物にも関する。
【００３６】
　本発明はまた、
　－　前記菓子をガムベースと混合するステップ、
　－　混合物を圧延又は押出しするステップ、
　－　チューインガムを回収するステップ
を含むことを特徴とする、このチューインガム組成物の製造方法にも関する。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明の主題は、脂肪分が低減された、又はさらにはゼロであり、且つデンプン加水分
解物と植物繊維との混合物を含むことを特徴とする、新規菓子、詳細にはチューインペー
ストである。
【００３８】
　一つの優先的な態様において、本発明は、０．１％～２５％、好ましくは２％～１０％
、より優先的には３％～８％のデンプン加水分解物（その割合は、菓子の総重量に対する
重量によって表される）を含む新規菓子に関する。
【００３９】
　別の優先的な態様において、本発明は、０．１％～５０％、好ましくは１％～１０％、



(6) JP 6688749 B2 2020.4.28

10

20

30

40

50

より優先的には１％～６％の繊維（その割合は、菓子の総重量に対する重量によって表さ
れる）を含む新規菓子に関する。
【００４０】
　本発明に係るチューインペーストは、加熱調理された糖と対照的に、柔らかくしなやか
な食感をそれに付与する脂肪の存在によって特徴付けられる。
【００４１】
　チューインペーストはまた、取り込まれた空気も含有し、糖が概して部分的に結晶化し
て、それによりさくさくする食感が得られる。グルコースシロップは、ゲル状網目構造の
形成、及びまた製品の適切なオーバーランを促進することにより、食感に寄与する。
【００４２】
　チューインペーストは、それをチューインガムと似たものにするその高い噛み応え特性
が、消費者によって高く評価されている。チューインガムと異なり、チューインペースト
は噛み終えると口内で完全に溶解し、食べることのできない残渣は一切残らない。
【００４３】
　チューインペーストは、液体又は半流動体の形態の結合カラメル又は任意の他の菓子を
含まない。
【００４４】
　本出願人は、感心なことに、通常は脂肪を含有する菓子においてデンプン加水分解物と
繊維との組み合わせを使用すると、前記脂肪を含有する菓子のあらゆる官能及び物理特性
を有する菓子を実現可能でありながら、部分的に又は完全にこの脂肪を代用することが可
能になることを見出した。
【００４５】
　本発明において、用語「デンプン加水分解物」は、マメ科植物、穀類又は塊茎のデンプ
ンの酸加水分解又は酵素加水分解によって得られる任意の生成物を意味する。様々な加水
分解プロセスが公知であり、概して、書籍Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｂｙ　Ｋｉｒｋ－Ｏｔｈｍｅｒ，３ｒｄ　ｅｄｉｔｉｏ
ｎ，ｖｏｌ．２２，１９７８の５１１及び５１２頁に記載されている。これらの加水分解
生成物はまた、非常に多様な分子量の、僅か４％～５％のα（１－６）分枝状グリコシド
結合を伴う本質的にα（１－４）結合したＤ－グルコース単位及びＤ－グルコースポリマ
ーからなる直鎖で形成される、水に対して完全に可溶性の精製及び濃縮混合物としても定
義される。デンプン加水分解物は非常に良く知られており、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　
ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｂｙ　Ｋｉｒｋ－Ｏｔｈｍｅｒ，３ｒ
ｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，ｖｏｌ．２２，１９７８，ｐｐ．４９９～５２１に完全に記載され
ている。
【００４６】
　本発明によれば、デンプン加水分解物は非繊維性である。
【００４７】
　デンプン加水分解生成物は、マルトデキストリン類、グルコースシロップ、デキストロ
ース（結晶化形態のα－Ｄ－グルコース）又はこれらの混合物を含む。
【００４８】
　デンプン加水分解生成物間の違いは、主に、デキストロース当量又はＤＥの概念によっ
て従来表されるその還元力の計測に基づく。ＤＥは、生成物の固体１００ｇについてのデ
キストロース当量で表される還元糖の量に対応する。生成物は、より多く加水分解される
ほどより多くの小分子（例えばデキストロース及びマルトースなど）を含有し、そのＤＥ
が高くなるため、従ってＤＥはデンプン加水分解の強度を測るものである。逆に、生成物
は、より多くの巨大分子（多糖）を含有するほど、そのＤＥが低くなる。
【００４９】
　規制上の観点から、また本発明の意味の範囲内において、マルトデキストリン類は１～
２０のＤＥを有し、グルコースシロップは２０より高いＤＥを有する。かかる生成物は、
例えば、本出願人が名称ＧＬＵＣＩＤＥＸ（登録商標）で販売している無水グルコースシ
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ロップ及びマルトデキストリン類である（マルトデキストリン類について利用可能なＤＥ
＝１、２、６、９、１２、１７、１９及びグルコースシロップについてＤＥ＝２１、２９
、３３、３８、３９、４０、４７）。また、本出願人が名称「Ｒｏｑｕｅｔｔｅ　ｓｉｒ
ｏｐｓ　ｄｅ　ｇｌｕｃｏｓｅ」で販売しているグルコースシロップも挙げることができ
る。
【００５０】
　本発明によれば、このデンプン加水分解物は、それがマルトデキストリン、好ましくは
１０未満のＤＥを有するマルトデキストリン、及びより優先的にはさらに５未満のＤＥを
有するマルトデキストリンであることを特徴とする。
【００５１】
　本発明の特に有利な実施形態によれば、マルトデキストリンは２に等しいＤＥを有する
。
【００５２】
　本発明に係る菓子はまた、植物繊維も含む。
【００５３】
　本発明において、用語「植物繊維」は、可溶性及び／又は不溶性食物植物繊維を意味す
る。植物繊維はデンプン加水分解物を含まない。
【００５４】
　植物繊維は、厳密な意味での繊維状物質のみならず、事実上植物由来の食品だけに含ま
れ、且つヒト消化酵素によって分解できないという共通の特性を有する一連の種々の化合
物もまた意味する。ほぼ全ての食物繊維が糖質ポリマーである。数年にわたり、栄養学者
は新しいタイプの食物繊維：難消化性デンプンに関心を寄せている。これは、小腸で消化
されずに結腸の細菌によって発酵するデンプン又はデンプン画分である。
【００５５】
　従来の植物繊維と異なり、これらのデンプン類は、それが添合される製品の外観を変化
させることがないという利点を有し、言わば肉眼では見えない繊維源を成す。これらのデ
ンプン類は多くの適用において推奨される。
【００５６】
　従って、本発明において、植物繊維は、可溶性繊維、不溶性繊維、又はこれらの混合物
から選択される。
【００５７】
　本発明の第１の有利な実施形態によれば、植物繊維は、難消化性デンプン類から選択さ
れる不溶性植物繊維である。天然難消化性デンプン類又は化学的及び／又は物理的及び／
又は酵素的改変によって得られる難消化性デンプン類は、黙示的区別なしに用いられ得る
。
【００５８】
　本発明によれば、用語「難消化性デンプン」は、小腸で消化されずに結腸の細菌によっ
て発酵するデンプン又はデンプン画分を意味する。難消化性デンプンの４つの分類が特定
されている：
－　封入デンプン、乾燥野菜などの多くの未精製野菜食品に存在し、前記デンプンには酵
素は到達できない（ＲＳ１）、
－　ある種のローフード、例えばバナナ又はジャガイモの顆粒デンプン、及びアミロース
リッチデンプン類（ＲＳ２）、
－　老化デンプン、加熱調理されて、次に冷蔵又は冷凍された食品に見られるもの（ＲＳ
３）、
－　化学修飾デンプン類、例えば、詳細にはエーテル化又はエステル化デンプン類（ＲＳ
４）。
【００５９】
　特にＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＳＴＡＲＣＨ社によって提案される難消化性デンプン類、例え
ば、名称ＨＩ－ＭＡＩＺＥ（登録商標）で販売されているものは、アミロースリッチのト



(8) JP 6688749 B2 2020.4.28

10

20

30

40

50

ウモロコシ品種に由来し、不溶性繊維様の挙動を示す。ＲＳ３型難消化性デンプン類はま
た、名称ＮＯＶＥＬＯＳＥ（登録商標）でも提案される。
【００６０】
　これらの難消化性デンプン類は、高カロリー含有量を有することなく、血糖反応を低下
させ、そのプレバイオティクス特性のおかげで消化器系の健康を改善し、及び通過の規則
性に寄与する。
【００６１】
　本発明の有利な一実施形態によれば、本菓子は、マルトデキストリンと可溶性植物繊維
との混合物を含む。
【００６２】
　この実施形態によれば、本菓子は、０．１％～５０％、好ましくは１％～１０％、より
優先的には１％～６％の繊維を含む（その割合は、菓子の総重量に対する重量によって表
される）。
【００６３】
　本発明のこの有利な実施形態において、本菓子は１～６％の繊維を含む。従って、語句
「繊維が豊富な」又は「繊維源」が前記菓子の包装に加えられてもよく、これは栄養上及
びマーケティング上の追加的な利点に相当する。これは以下の例で実証する。
【００６４】
　本出願人の会社は、本発明の主題である菓子に伝統的に含まれる脂肪を低減し、又はさ
らには排除したのみならず、それを繊維の点で高濃度化もしている。従って本発明の利点
は二重である。
【００６５】
　好ましくは、前記可溶性植物繊維は、フルクタン類、例えばフラクトオリゴ糖類（ＦＯ
Ｓ類）及びイヌリン、グルコオリゴ糖類（ＧＯＳ類）、イソマルトオリゴ糖類（ＩＭＯ類
）、トランスガラクトオリゴ糖類（ＴＯＳ類）、ピロデキストリン類、ポリデキストロー
ス、分枝マルトデキストリン類、難消化性デキストリン類及び油糧植物又はタンパク質産
生植物に由来する可溶性オリゴ糖類又はこれらの混合物から選択される。
【００６６】
　用語「可溶性繊維」は、水溶性繊維を意味することが意図される。繊維は、様々なＡＯ
ＡＣ法に従い定量的に測定し得る。例として、フルクタン類、ＦＯＳ類及びイヌリンにつ
いてＡＯＡＣ法９９７．０８及び９９９．０３、ポリデキストロースについてＡＯＡＣ法
２０００．１１、分枝マルトデキストリン類及び難消化性デキストリン類に含まれる繊維
の定量的測定についてＡＯＡＣ法２００１．０３、又はＧＯＳ類及びまた油糧植物又はタ
ンパク質産生植物に由来する可溶性オリゴ糖類についてＡＯＡＣ法２００１．０２を挙げ
ることができる。油糧植物又はタンパク質産生植物に由来する可溶性オリゴ糖類としては
、ダイズ、ナタネ又はエンドウマメオリゴ糖類を挙げることができる。
【００６７】
　本発明の有利な一実施形態によれば、本菓子は、マルトデキストリンと分枝マルトデキ
ストリン類である可溶性植物繊維との混合物を含む。
【００６８】
　用語「分枝マルトデキストリン類（ＢＭＤ類）」は、本出願人が所有権者である欧州特
許第１００６１２８－Ｂ１号明細書に記載されるものと同一の特殊なマルトデキストリン
類を意味することが意図される。これらのＢＭＤ類は、代謝及び腸内バランスに有益な難
消化性繊維源に相当するという利点がある。
【００６９】
　本発明によれば、前記分枝マルトデキストリン類は、
－　１５％～５０％、優先的には２２％～４５％、より優先的には２０％～４０％、さら
により優先的には２５％～３５％の１－６－グリコシド結合、
－　２０％未満、優先的には２％～２０％、より優先的には２．５％～１５％、さらによ
り優先的には３．５％～１０％の還元糖含有量、
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－　５未満、優先的には１～４、より優先的には１．５～３の多分散性指数、及び
－　４５００ｇ／ｍｏｌ未満、優先的には４００～４５００ｇ／ｍｏｌ、より優先的には
５００～３０００ｇ／ｍｏｌ、より優先的にはさらに７００～２８００ｇ／ｍｏｌ、さら
により優先的には１０００～２６００ｇ／ｍｏｌの数平均分子量Ｍｎ
を有することを特徴とする。
【００７０】
　詳細には、１５％～３５％の１－６－グリコシド結合、２０％未満の還元糖含有量、４
０００～６０００ｇ／ｍｏｌの重量平均分子量Ｍｗ及び２５０～４５００ｇ／ｍｏｌの数
平均分子量Ｍｎを有するＢＭＤ類が用いられ得る。
【００７１】
　上述の出願に記載される特定のＢＭＤサブファミリーもまた、本発明において使用する
ことができる。それらは、例えば、最大５に等しい還元糖含有量及び２０００～４５００
ｇ／ｍｏｌのＭｎを有する高分子量ＢＭＤ類である。還元糖含有量５％～２０％及び２０
００ｇ／ｍｏｌ未満の分子量Ｍｎを有する低分子量ＢＭＤ類もまた使用することができる
。
【００７２】
　本発明の別の有利な実施形態では、また、本発明において、本出願人が所有権者である
出願ＦＲ　１２５１８１０号明細書に記載される血糖降下性高度分枝状マルトデキストリ
ン類も用いられ得る。
【００７３】
　本願において、ピロデキストリン類とは、低含水量にしたデンプンを酸性又は塩基性触
媒の存在下で加熱することによって得られる、概して１０００～６０００ダルトンの分子
量を有する生成物を意味する。通常酸の存在下におけるデンプンのこのドライローストは
、デンプンの解重合及び得られるデンプン断片の再構成の両方を引き起こして、高度に分
岐した分子の実現をもたらす。この定義は、詳細には、約２０００ダルトンの平均分子量
を有する「難消化性」デキストリン類を対象としている。
【００７４】
　ポリデキストロースは、ソルビトール及び触媒としての酸の存在下におけるデキストロ
ースの熱重合によって生成される可溶性繊維である。かかる生成物の例は、例えば、ＤＡ
ＮＩＳＣＯが販売しているＬＩＴＥＳＳＥ（登録商標）である。
【００７５】
　本発明の特に有利な一態様によれば、本菓子はＮＵＴＲＩＯＳＥ（登録商標）を含み、
これは、一系列の可溶性繊維であって、その利益は認められており、本出願人が製造及び
販売しているものである。ＮＵＴＲＩＯＳＥ（登録商標）系列の生成物は、最大８５％の
繊維を含有する部分的に加水分解されたコムギ又はトウモロコシデンプン誘導体である。
この繊維の豊富さにより、消化耐性を増加させ、カロリー調節を改善し、エネルギー放出
を延ばし、及びより低い糖含有量を実現することが可能となる。さらには、ＮＵＴＲＩＯ
ＳＥ（登録商標）系列は、最も耐容性が高い市販繊維の一つである。これはより高い消化
耐性を示して、他の繊維より良好な取り込みを可能にし、これは実質的な食事上の利点に
相当する。
【００７６】
　繊維、より詳細にはＮＵＴＲＩＯＳＥ（登録商標）などの分枝マルトデキストリン類を
本発明の菓子に添加する利点は多くある。栄養面、及び生体によって極めて良好な耐容性
が示される繊維の提供に加えて、これらの繊維の添加はまた、顕著な技術的価値も有する
。実際、これらの繊維は長いポリマー糖鎖からなり、従って菓子において食感改質剤とし
て働く。従って繊維の存在により、最終製品の弾性をさらに増加させることが可能になる
。
【００７７】
　従って、生成物の食感を改変するこれらの長鎖の存在により、咀嚼性の耐久性が増加す
る。その枝分れした性質が、大幅に、及び有利には、それが劣化する傾向を低下させ、ひ



(10) JP 6688749 B2 2020.4.28

10

20

30

40

50

いては、特に長期保管中に劣化しないことが必要なジェリー菓子におけるその使用を想定
することが可能となる。
【００７８】
　分枝マルトデキストリン類の存在により、全ての成分の加熱調理後に冷却テーブル上で
キャストすることによって作製される菓子において直面するコールドフロー現象を回避す
ることが可能になる。この種の生産過程では、コールドフロー現象が観察され得る。これ
は、チューインペースト又はカラメルが加わる力なしに変形する能力である。従ってこの
菓子は、流動してその自重の作用で押しつぶされる傾向を有し得る。これは、製菓業者が
切実に回避しようと努めている不良である。
【００７９】
　分枝マルトデキストリン類の存在により、前記菓子の非晶質部分のガラス転移温度又は
Ｔｇを上昇させることもまた可能になる。このＴｇの増加により、菓子内の構造を強固に
することが可能となり、結果的に良好な咀嚼性の持久力を提供することが可能になる。
【００８０】
　従って本発明の主題は、脂肪分が低減された、又はさらにはゼロであり、且つデンプン
加水分解物、好ましくはマルトデキストリン、より優先的にはさらに５未満のＤＥのマル
トデキストリンと、植物繊維、好ましくは分枝マルトデキストリンとの混合物を含むこと
を特徴とする新規菓子である。
【００８１】
　本発明の別の主題は、菓子、詳細にはチューインペーストにおける脂肪の代用としての
デンプン加水分解物、詳細にはマルトデキストリンと植物繊維との混合物の使用である。
【００８２】
　かかる組成物の使用により、問題の菓子に伝統的に含まれる脂肪を部分的に又は完全に
代用することが、それによって製品の最終的な官能品質に影響を及ぼすことなく可能にな
る。
【００８３】
　実際、脂肪はこの種の菓子の食感の観点から必要である。伝統的には、チューインペー
ストタイプの菓子は、その食感を柔らかくし、且つ歯に付着する現象を低減するために脂
肪を含有する。脂肪がないと、菓子はパサパサし、脆くなり、さらにはざらつく。
【００８４】
　菓子中の脂肪を低減し、又はさらには完全に排除するため、数多くの研究調査が行われ
ている。本出願人の会社の知る限りでは、現在のところ解決法はない。
【００８５】
　さらに、菓子中の脂肪の代用を探究することには、複数の利点がある。第一に、栄養上
の利点がある。脂肪の低減又は完全な排除に成功することにより、前記菓子の総カロリー
含有量もまた低減される。
【００８６】
　第二の利点はまた、上記に説明したとおり、健康を害する硬化パーム油を代用すること
である。
【００８７】
　伝統的に菓子に存在する脂肪は高熱の影響を受け易い。脂肪は製品を軟化させ、時に食
感の変化を伴う変形の問題を引き起こし得る。従って、脂肪を排除しようとすることによ
り、気候条件と関係付けられるこの種の問題を解決することができる。
【００８８】
　脂肪を置き換えることの別の利点は、ある種のかんきつ系香料に含まれるテルペンの酸
化の問題が解決されることである。これは、脂肪が酸化の影響を受けて酸敗臭に変わり易
いためである。
【００８９】
　最後に、使用される脂肪は非常に多くの場合に硬化パーム油であり、必然的にレシピ中
の他の成分と不混和性である。従って、菓子の調製過程において、塊中における分散（又



(11) JP 6688749 B2 2020.4.28

10

20

30

40

50

は乳濁）段階を含めることが高頻度で必要となる。前記脂肪はまた、全過程を通じて浸出
の現象を生じることもあり、即ち製品の表面に上昇して、製品がてかりのある、及びとり
わけ粘ついたものとなり得る。
【００９０】
　本出願人の会社は、その数多くの研究調査のおかげで、デンプン加水分解物と植物繊維
との組み合わせ、より具体的にはマルトデキストリンと分枝マルトデキストリンとの組み
合わせにより、通常は脂肪の使用によって回避される粘りが出る現象を回避しながらも、
要求されるしなやかさを菓子に付与可能であることの実証に成功した。
【００９１】
　さらに、上述の難題は全て解消されている。
【００９２】
　本発明により製造される菓子は、伝統的に脂肪を含有する菓子と同一の、又はさらには
それより良好な食感を有する。通常、脂肪を部分的に代用することにより製造される先行
技術の菓子の最終品質は常に劣っており、高頻度で欠陥が認められた：それらの菓子は硬
過ぎるか、或いはそれらは柔らか過ぎるかのいずれかであったか、又はそれらは極めて粘
り気が強かったか、又はそれらは崩壊するのが速く、多くの場合に速過ぎた。要するに、
得られる食感は消費者の要求に適うものではなかった。
【００９３】
　本発明は、食感が消費者の要求に完全に一致した菓子の実現が確実となる解決法を提案
することにより、これらの欠点を全て解消することを可能にする。前記菓子は、硬過ぎる
ことも柔らか過ぎることもない、完全な弾性の食感を有する。さらに、咀嚼可能時間が増
加し、摂取時に崩壊が速過ぎることのない、従って消費者が完全に満足のいく咀嚼時間を
有することが可能になる菓子を実現することが可能になる。
【００９４】
　本発明の優先的な実施形態によれば、本菓子は脂肪を含有しない。
【００９５】
　本発明は、伝統的に糖及び／又はゼラチンを含有する菓子に全く同じように適用するこ
とができる。
【００９６】
　本発明の好ましい態様によれば、本菓子は無糖且つゼラチンフリーである。
【００９７】
　意外にも、及び予想外にも、デンプン加水分解物と植物繊維との本発明に係る混合物、
より具体的にはマルトデキストリンと分枝マルトデキストリンとの混合物によりまた、脂
肪及びゼラチン及び／又は糖を含有しない菓子を配合することも可能になる。
【００９８】
　本発明の優先的な態様によれば、本発明の主題は、脂肪、ゼラチン及び／又は糖を含有
しないこと、及びデンプン加水分解物と植物繊維との混合物を含有することを特徴とする
、新規菓子、詳細にはチューインペーストである。
【００９９】
　本発明によれば、本菓子はまたアラビアゴムも含み得る。アラビアゴムは、アラビノガ
ラクタンのオリゴ糖類、多糖類及び糖タンパク質の複雑且つ可変的な混合物である。その
供給源に応じて、グリカン構成物はＤ－ガラクトースと比べてＬ－アラビノースを（アカ
シア・セヤル（Ａｃａｃｉａ　ｓｅｙａｌ））、又はＬ－アラビノースと比べてＤ－ガラ
クトースを（アカシア・セネガル（Ａｃａｃｉａ　ｓｅｎｅｇａｌ））より高い割合で含
有する。アカシア・セヤル（Ａｃａｃｉａ　ｓｅｙａｌ）のガムはまた、アカシア・セネ
ガル（Ａｃａｃｉａ　ｓｅｎｅｇａｌ）と比べて大幅に多い４－Ｏ－メチル－Ｄ－グルク
ロン酸も含有するが、しかしＬ－ラムノース及び非置換Ｄ－グルクロン酸は少ない。
【０１００】
　菓子におけるその役割は、食感を調整し、それが使用される菓子により高い又は低い弾
性をもたらすことである。アラビアゴムは、例えば、それが使用される菓子の咀嚼性、即
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ち菓子が完全に崩壊するまで菓子を噛むのに必要な時間を延ばすことを可能にする。
【０１０１】
　その使用には利点があるが、本発明において必須というわけではない。
【０１０２】
　本発明に係る菓子はまた、１つ以上の甘味料も含有し得る。粉末又はシロップ形態の、
糖類又はポリオール類などの様々な甘味料を使用し得る。糖類は、単独で、又は互いの混
合物として、単糖類、二糖類、三糖類、オリゴ糖類及び多糖類、例えば、グルコースシロ
ップ、グルコース－フルクトースシロップ、フルクトース－グルコースシロップ、高マル
トースグルコースシロップ、スクロース、フルクトース、マルトース、トレハロース、マ
ンノース、デキストロース、タガトース又はイソマルツロースから選択される。ポリオー
ル類は、単独で、又は互いの混合物として、マルチトール、ソルビトール、マンニトール
、エリスリトール、キシリトール、イジトール、マルチトールシロップ、イソマルト、ラ
クチトール、ソルビトールシロップ及び水素化グルコースシロップから選択される。また
、単独で、又は混合で使用されるある種の高強度甘味料、例えば、サッカリン、アスパル
テーム又はアセスルファムＫを使用することも可能である。
【０１０３】
　本発明によれば、甘味料は、好ましくは菓子の総重量の２５％～８５％、好ましくは４
０％～８５％及びより優先的には６０％～８５％に相当する。
【０１０４】
　本発明に係る菓子はまた、非還元糖、乳化剤、保存剤、オーバーラン剤、発泡剤、ゲル
化剤、保湿剤、酸性化剤、天然又は合成香料、呈味増強剤、ビタミン、医薬活性薬剤、ミ
ネラル、例えばカルシウム又はマグネシウム又は他の栄養補助剤、例えばＤＨＡ、天然又
は合成色素、塩、酸、又は品質の向上或いは組成物の香味付けのいずれかが意図される様
々な要素、例えばドライフルーツ、砂糖漬けの果実、乾燥させるか又は他の方法で変化さ
せた（圧搾された、濃縮された、粉末形態の）果実類、並びにまた果実ピューレ及び果実
パルプから選択される１つ以上の化合物を含んでもよく、これらは概して菓子の総重量に
対して０～３０重量％の量で前記菓子に存在する。
【０１０５】
　加えて、本発明の主題は、
－　０．１％～２５％、好ましくは２％～１０％、より優先的には３％～８％のデンプン
加水分解物（その割合は、菓子の総重量に対する重量によって表される）と、０．１％～
５０％、好ましくは１％～１０％、より優先的には１％～６％の植物繊維（その割合は、
菓子の総重量に対する重量によって表される）とを含む混合物を調製するステップ、
－　所望の固体が得られるまで、１００～１５０℃の温度で混合物を加熱調理するステッ
プ、
－　加熱調理された混合物を引き延ばすステップ、
－　冷却するステップ、
－　切断するステップ、
－　菓子を回収し、任意選択で包装するステップ
を含むことを特徴とする、菓子の調製方法である。
【０１０６】
　本発明によれば、連続生産のため、混合タンク内に甘味料、デンプン加水分解物及び繊
維を分散させ、この混合物を約７０～８０℃に予熱して甘味料を溶解させ、所望の食感及
び調製する菓子のタイプに応じて１００～１５０℃の温度で高圧加熱調理器によって混合
物を加熱調理し、次に乳化剤、オーバーラン剤、香料、色素、活性成分及び高強度甘味料
を添加することが好ましい。混合物の加熱調理温度は１５０℃以下であり、これは本発明
の利点の一つを成す。加熱調理時間は使用する機器に依存する。
【０１０７】
　加熱調理は、ジャケット付き加熱調理器において大気圧で、部分的又は完全な真空下又
は圧力下で、又は管式熱変換器、プレート式熱変換器又はジェット式加熱調理器などの高
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圧加熱調理器において連続的に行われ得る。ジェット式加熱調理器は１つ以上の蒸気イン
ジェクタを含み、それにより加熱調理時間を変更し得る。生成物に生蒸気を注入すると、
熱及び成分の高速で均一な分散が得られる。管式熱変換器は加熱調理前に全成分が均一に
分散していることが必要であり、加熱調理時間が長く、強度が弱い。
【０１０８】
　加熱調理後、乳化剤、オーバーラン剤及び香料、色素、酸などが６０～９０℃の温度に
熱したシロップに添加され、次にこの混合物が冷却プレート上でキャストされ、引き延ば
しが５０～６０回の動きで約１分間行われる。引き延ばしが行われた後、得られた菓子が
成形及び包装される。
【０１０９】
　本出願人の会社はその研究を展開しており、本発明に係る菓子はまた、他の既存の菓子
と組み合わせることにより、既に市場に出ている既存の菓子と異なる食感を有する新規の
菓子を作り出し、又は先行技術の解決法によってはこれまで未解決の技術的問題を解決し
得ることも実証している。
【０１１０】
　意外且つ予想外にも、数多くの試験により、本発明に係る菓子をチューインガム生産用
のレシピに使用し得ることが実証されている。
【０１１１】
　加糖又は無糖で配合されている、風船ガムタイプ又は非風船ガムタイプの、任意選択で
糖衣掛けされた現在のチューインガム組成物は、少なくとも１つの非水溶性ガムベースと
、粉末及び／又は液体形態の少なくとも１つの甘味料と、少なくとも１つの香料とを含有
する。現在のチューインガム組成物はまた、非網羅的に、色素、乳化剤、可塑剤、高強度
甘味料、食品用潤滑剤、医薬品、又は水も含有し得る。
【０１１２】
　タブとも称される無糖チューインガム又は風船ガムセンターの製造には、ガムベースを
、充填甘味料として使用されるポリオール類と混合することが必要である。
【０１１３】
　無糖チューインガムの生産の標準的なレシピでは、ガムベースは典型的には、センター
の製造に使用される成分の２８％～４０％に相当し、残りは主にポリオール類、及びより
少ない程度にアスパルテーム系又はアセスルファムＫ系の高強度甘味料、香料、及びある
場合には抗酸化剤からなる。
【０１１４】
　ガムベースの性質はまた、生産されるチューインガムのタイプにも適合される。ガムベ
ースはまた、合成及び／又は天然エラストマー、例えば、ポリイソプレン、ポリ酢酸ビニ
ル、ポリイソブチレン、ラテックス、樹脂、例えばテルペン樹脂、ポリビニルアルコール
類及びエステル類、脂肪又はワックス、例えば、ラノリン、部分硬化又は非部分硬化植物
油、脂肪酸、グリセロールの部分エステル、パラフィン、微結晶ワックス、充填剤、例え
ばタルク、炭酸カルシウム、エラストマー可塑剤、例えばグリセリルトリアセテート、モ
ノステアリン酸グリセリル、ロジン誘導体、乳化剤、例えばレシチン、ソルビトールエス
テル類、色素又は白色剤、抗酸化剤、及び粘着防止剤、例えばマンニトールなども含み得
る。
【０１１５】
　充填甘味料は、イソマルツロース、キシロース、キシルロース、アルロース、アラビノ
ース、ロイクロース、タガトース、トレハルロース又はラフィノースから選択され得る非
発酵性糖類の混合物からなる。
【０１１６】
　充填甘味料はまた、イソマルツロース、キシロース、キシルロース、アルロース、アラ
ビノース、ロイクロース、タガトース、トレハルロース又はラフィノースから選択され得
る非発酵性糖類及びポリオール類からもなり得る。
【０１１７】
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　充填甘味料は、好ましくは専らポリオール類からなる。
【０１１８】
　ポリオール類は、無糖チューインガムセンターの製造において、得られる製品の最終品
質（甘味及び「持続性」効果に対する影響、香味及び「持続性」効果に対する影響、クラ
ンチ性、硬さ、咀嚼性）、また前記センターの調製プロセスの両方の点で重要な役割を果
たす。典型的には、無糖チューインガム又は風船ガムの生産に使用される主要なポリオー
ル類は、マルチトール、ソルビトール、イソマルト、マンニトール及びキシリトールであ
る。これらのポリオール類は、これらのセンターの配合において粉末状結晶形態及び液体
形態の両方で使用される。無糖チューインガム組成物は、概して６５～８０％のポリオー
ル類を粉末状形態及び／又は液体形態で含有する。
【０１１９】
　ガムベースレシピは多くの場合に一定でないため公開されない。ガムベースレシピは原
材料価格によって変動する。ガムベースを構成する成分は水に不溶性である。逆に、チュ
ーインガムを構成する成分の大多数は、ガムベースを除き、水（この場合、即ち唾液）に
可溶性である。噛む時間が３～４分経つと、唾液によって化合物が抽出され（溶解し）、
ひいてはチューインガムの香味の消失が生じる。口内に残るのは、ガムベースと、水溶性
でない、及び／又はガムベースによって構成されるマトリックス内に捕捉されたままの僅
かな香料とである。
【０１２０】
　このガムベースに、香料、甘味料又は糖及びまた様々な添加剤及び製造補助剤（色素、
乳化剤、安定化剤、重炭酸塩など）が添加される。これらの成分とガムベースが混練機で
１５～２０分間混合される。混練の終了時、ペーストは約５０℃の温度に達する。このチ
ューインガムペーストが押出機に置かれる。チューインガムペーストは、適切に押圧され
ると、程度の差はあれ厚い帯状片となる。次にこれらの帯状片がローラを通過し、タブレ
ット又はセンターとしても知られる芯材に切断される。冷却後、タブレット又はセンター
は制御された温度及び湿度で６～４８時間維持される。この段階はチューインガムの品質
を左右するため、慎重に制御される。
【０１２１】
　タブレットは、その全ての味を保つため、アルミニウム包装材に包まれる。次にタブレ
ットは小包装に入れられる。センターは、板紙製又はプラスチック製の容器に包装される
前に、糖衣掛けされる。
【０１２２】
　消費者の年齢に関係なく、高品質の製品が常に所望されている。チューインガムの品質
は、チューインガムの食感（やや硬いか、他方でやや軟らかい、噛んでいる間の糖衣の持
続的なクランチ性）及び味（甘味、清涼効果又はその他の、噛んでいる間の香料の持続性
）を含めた幾つかのパラメータによって測られる。特に、消費者は、噛んでいる間にクラ
ンチ性及び味の両方が消えるのが早過ぎると不満を言うことが非常に多い。
【０１２３】
　従って、特に有利な一実施形態において、本発明はまた、チューインガムの製造におけ
る成分としての本発明に係る菓子の使用にも関する。
【０１２４】
　一つの優先的な態様において、伝統的なチューインガムレシピに使用される本発明に係
る菓子は脂肪を含有しない。
【０１２５】
　標準的なチューインガムレシピにおける本発明に係る菓子の使用により、伝統的にこの
チューインガムレシピに含まれる結晶相を部分的に又は完全に代用することが可能になる
。
【０１２６】
　従って、一つの優先的な態様において、チューインガムの結晶相は、本発明に係る菓子
の非晶相に部分的に置き換えられる。
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【０１２７】
　チューインガムは多くの結晶相を含有し、使用される成分の乾燥重量基準で結晶相が最
大８０％を占め得る。この結晶相によって、噛んでいる間に硬い噛み応えを有し、且つ水
和されるまでに長い時間がかかる製品がもたらされる。本発明に係る菓子を結晶相の代用
として使用することにより、よりしなやかな食感を実現し、ひいては容易な水和が可能に
なる。この急速な溶解能力により、味わう間により多くのレシピに含まれる香料及び／又
は酸の即時放出が可能となる。従って、香味知覚がより急速且つより強力になる。これは
、「感覚ブースト」と称される。
【０１２８】
　過去に、本出願人の会社は、従来のチューインペースト（従って脂肪を含有した）によ
るチューインガムレシピの結晶相の部分的代用に関する試験を既に行っている。組成物中
の脂肪の存在に起因して、代用割合は極めて急速に飽和点に達した。これは、脂肪がチュ
ーインガム中のガムベースの可塑剤として働き、使用される量が多過ぎると、最後にはそ
の構造を破壊するためである。使用される菓子中に脂肪がないため、チューインガムレシ
ピにおける結晶相の代用はもはや制限されない。
【０１２９】
　本発明の一実施形態によれば、チューインガム中の結晶相を本発明に係る菓子で完全に
代用し得る。従って本発明に係る菓子は、結晶相を含有しないチューインガムの調製に使
用し得る。
【０１３０】
　従って本発明に係る菓子は、ガムベース、詳細には５重量％～５０重量％のガムベース
、及びデンプン加水分解物と植物繊維との混合物を含有するチューインガムであり得る。
【０１３１】
　詳細な実施形態によれば、前記チューインガムはポリオール類を含有しない。
【０１３２】
　結晶相（大半の場合にポリオール類）のこの低減又はさらには排除により、ポリオール
類の過度の摂取に関連する腸の障害（腹部膨満、鼓腸、緩下剤効果）を大幅に低減するこ
とが可能になる。
【０１３３】
　標準的なチューインガムレシピにおける本発明に係る菓子の使用は、他にも幾つかの重
要な利点をもたらす。
【０１３４】
　チューインガムレシピに本菓子を導入することにより、ガムベースの使用量を低減し、
従ってまた香料の使用量も低減することもまた可能になる。
【０１３５】
　チューインガムレシピに本発明に係る菓子を使用することによってもたらされる別の利
点は、新規の食感及び新規の菓子が作り出されることである。本発明に係る菓子の量に対
するガムベースの量を変えることにより、本出願人の会社は、最終的に溶解してなくなる
チューインペーストの形態の第１の部分と、摂取し終えると捨てられる残渣であるガムベ
ースの形態の第２の部分とを有する新規タイプの菓子の実現に成功している。
【０１３６】
　本発明において、チューインガムとの用語は、チューインガムと風船ガムとの両方を区
別なしに（これらの２つのタイプの違いはさらに極めて曖昧であるため）意味して使用さ
れる。通常、チューインガムは噛まれると言われ、一方、風船ガムは風船を作るように意
図され、従って伝統的に若者がより多く摂取する。
【０１３７】
　本出願人の会社は、数多くの試験を経て、実に、本発明に係る菓子が、レシピにおける
ガムベースの使用量を最大７０％まで低減することを可能にしたため、チューインガムの
製造において特に有利な用途を有し得ることの実証に成功している。
【０１３８】
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　従って本発明に係る菓子は、最大２５％のガムベースを含有するチューインガムの調製
に使用され得る。
【０１３９】
　噛んでいる間に香料の一部がガムベースに捕捉されたまま残ること、及びそれらは唾液
中に決して放出されないことが分かっているとき、一方でガムベースの含有量の低減を可
能にすることにより、また香料の使用量の低減も可能になるため、チューインガムの製造
における一成分として本発明に係る菓子を使用する利点は二倍になる。これにより、製造
コストの点で大幅な削減につながり、従って製造者にとって極めて有利である。
【０１４０】
　香料の使用を減らすことが可能になるのみならず、加えて香料がより速く放出される。
【０１４１】
　従って、本発明はまた、
－　５％～２５％、優先的には７％～２２％の少なくとも１つのガムベース、
－　５％～９０％、優先的には２０％～８０％、及びより優先的にはさらに３０％～７５
％の本発明に係る菓子、
－　０．１％～８％、優先的には０．１％～３％の少なくとも１つの香料
（その割合は、前記チューインガム組成物の総重量に対する乾燥重量として提供される）
を含有するチューインガム組成物にも関する。
【０１４２】
　好ましい態様によれば、本発明はまた、以下のステップ：
　－　本発明に係る菓子をガムベースと混合するステップ、
　－　混合物を圧延又は押出しするステップ、
　－　チューインガムを回収するステップ
を含むことを特徴とする、チューインガム組成物の製造方法にも関する。
【０１４３】
　伝統的には、チューインガムの製造には、少なくとも混練機と押出機とローラとからな
る極めて特殊で高価な機器が必要である。チューインガムレシピにおける結晶相の一部及
び／又はガムベースの一部を本発明に係る菓子で代用することにより、チューインガム製
造用の典型的な機器をもはや不要にすることもまた可能になる。実際、新規チューインガ
ムの製造にチューインペースト用の生産ラインを使用することが可能である。
【０１４４】
　これは、チューインペースト生産ラインを有する製造者がこれ以降チューインガムタイ
プの菓子を製造することが可能になるため、大きい利点に相当する。
【０１４５】
　従って、チューインガムレシピにおけるガムベース及び／又は結晶相の一部を置き換え
るものとして本発明に係る菓子を使用すると、大幅な利点がもたらされる。
【０１４６】
　最後の利点は、新規食感を有する新規タイプの菓子の開発である。実際、ガムベースと
チューインペーストタイプの菓子との両方を組み合わせることにより、本発明に係るチュ
ーインペーストに対するガムベースの割合を調整して、但しまたこれらの２つの構成物が
組み合わされるような方法で調整して、あらゆる種類の新規菓子を作り出すことが可能に
なる。
【０１４７】
　実際、これらの新規菓子の一実施形態においては、ガムベースをチューインペーストと
ミキサーで混合した後、続いて所望の形をチューインガムに付与することが可能である。
この種の新規菓子においては、従って、ガムベースとチューインペーストとの均質混合が
ある。
【０１４８】
　本発明の別の実施形態によれば、また、ガムベース層及びチューインペースト層を交互
に並べて新規菓子を作り出すことも可能である。また、層の形態の構成を作るか、又はま
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たねじれた形などの様々な形を付与することも想定し得る。
【０１４９】
　別の実施形態によれば、ガムベースで構成される芯材を本発明に係るチューインペース
トで取り囲むこと、及びその逆もまた想定し得る。
【０１５０】
　従って、一方では、チューインペーストタイプの菓子に当初存在する脂肪の一部、しか
し好ましくは全てを代用することが可能になり、他方ではまた、デンプン加水分解物と繊
維とを含有するこの無脂肪菓子をチューインガムレシピにおいて使用してガムベース及び
／又は結晶相の一部を代用し、それにより新規食感を作り出すこともまた想定し得るため
、本発明の利点は非常に大きい。
【０１５１】
　以下の例を読むと本発明はさらに良く理解されるであろう。これらの例は、本発明に係
る一部の実施形態及び一部の有利な特性に言及しているに過ぎないため、例示的且つ非限
定的なものである。
【実施例】
【０１５２】
実施例１：本発明に係る無糖チューインペースト
　目的は、もはやいかなる脂肪（Ｆ）も含有せず、且つ本発明に係るデンプン加水分解物
、詳細にはＤＥ＝２のマルトデキストリンと植物繊維、詳細には分枝マルトデキストリン
との混合物を含有する糖無添加のチューインペーストタイプのジェリー菓子を作製するこ
とである。
【０１５３】
　この例では、チューインペーストは、ｂｉｓｃｕｉｔｉｎｅ　５２１タイプの脂肪を含
む伝統的なレシピから、ここでｂｉｓｃｕｉｔｉｎｅ　５２１タイプの脂肪を本発明に係
る混合物で代用して作製した。
【０１５４】
　対照は、脂肪を含有する従来の無糖チューインペーストレシピである。
【０１５５】
　試験１は、もはやいかなる脂肪も含有しない、しかしゼラチンはなおも含有するチュー
インペーストに関する。従って脂肪の代用は全てである。
【０１５６】
　試験２は、もはやいかなる脂肪も含有せず、またいかなるゼラチンも含有しないチュー
インペーストに関する。
【０１５７】
Ａ－配合
　対照並びに試験１及び２に使用される配合を以下の表１．１に提供する。対照並びに試
験１及び２のカロリー含有量を以下の表１．２に提供する。
【０１５８】
　Ｂｉｓｃｕｉｔｉｎｅ（商標）５２１は、非ラウリン酸の精製され水素化された植物性
脂肪であり、３５℃の融点を有し、Ｌｏｄｅｒｓ　Ｃｒｏｋｌａａｎ　Ｂ．Ｖ．，Ｗｏｒ
ｍｅｒｖｅｅｒ，オランダが販売している。
【０１５９】
　ＨＬＢ５スクロースエステル類は、メチルエステル類及びスクロースのエステル転移反
応によって得られるスクロース及び脂肪酸のエステル類であり、脂肪の非イオン性乳化剤
として使用され、Ｂｏｕｌｏｇｎｅ、フランスのＳｔｅａｒｉｎｅｒｉｅ　Ｄｕｂｏｉｓ
が販売している。
【０１６０】
　マルトデキストリンＧＬＵＣＩＤＥＸ　２は、本出願人の会社が販売しているマルトデ
キストリンである。
【０１６１】
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　Ｎｕｔｒｉｏｓｅ（登録商標）ＦＢ０６は、同様に本出願人が販売している分枝マルト
デキストリンである。
【０１６２】
　リンゴ香料は、Ｓｙｍｒｉｓｅ　ＡＧ、Ｃｌｉｃｈｙ－ｌａ－Ｇａｒｅｎｎｅ、フラン
スが販売するものである。
【０１６３】
Ｂ－方法
－　冷温の飲用水をタンクに注入する。
－　激しく撹拌しながらパートＡ及びＢを入れる。完全に溶解するまで待ち、塊がないこ
とを確認する。
－　前出の混合物を所定の温度及び大気圧で加熱調理し、９０～９４％固形分を含む混合
物を得る。この例では、加熱調理温度は対照について１３８℃及び２つの試験について１
２６℃である。また、前出の混合物を真空下に－０．５ｂの圧力で加熱調理することも可
能である。加熱調理ステップの間、混合物が焦げないように良くかき混ぜる。
－　ゼラチンを含有する対照及び試験１については、前出の混合物を加熱調理して約８０
℃の温度に冷却した後に、６０℃の溶液中の溶融ゼラチン（パートＣ）を加える。
－　この塊が８０℃未満に冷めたら、パートＤを加える。
－　チューインペーストを５０～６０℃の温度になるまで冷却テーブル上でキャストする
。
－　チューインペーストを１分間（５０～６０回の動き）引き延ばして十分な空気混和を
達成する。空気混和はまた、連続生産プロセスでは圧力下（１～２バール）で泡立て機に
おいて達成することもできる。
－　空気が混和したチューインペーストを放置して冷却し（４５℃～５５℃）、その食感
を回復させる。
－　菓子を成形し、切断し、及び包装する。
【０１６４】
Ｃ－試験
　これらの様々な試験について、１０人の熟練した評価員がチューインペーストを試食し
、３つのパラメータ：粘着性、硬さ、弾性に従い口内での食感を格付けした。
【０１６５】
　咀嚼時間、即ちチューインペーストを口腔内に入れてから、「通常の」咀嚼でそれが完
全に崩壊するまでの間に計測される時間もまた、タイマーを使用して測定した。
【０１６６】
Ｄ－分析
　対照菓子は、脂肪の存在によってもたらされる十分に弾性のある食感及び口内での充満
感を有する。
【０１６７】
　その弾性及び咀嚼性はこの種の菓子に対する試食者の期待どおりであり、その咀嚼可能
時間は２分であった。
【０１６８】
　試験１及び２の菓子は、消費者の期待に比して、脂肪を含有する対照菓子と同程度の完
全に満足のいく弾性食感を有する。
【０１６９】
　これらの菓子はもはや脂肪を含有しないにも関わらず、対照菓子と同じ口内での充満感
を有する。
【０１７０】
　その咀嚼可能時間もまた計測しており、対照菓子と同程度である。
【０１７１】
　さらに、試験１及び２の菓子はもはや脂肪を含有しないにも関わらず、粘着性が全くな
いと判断された。
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【０１７２】
　最後に、ゼラチンを含有する試験及びゼラチンを含有しなかった試験と比べて違いは観
察されなかった。
【０１７３】
　これは、本発明に係るＤＥ＝２のマルトデキストリンと分枝マルトデキストリンとの混
合物の使用により、極めて良好な弾性食感を有し、口蓋又は歯に付着せず、且つ咀嚼可能
時間が消費者の期待と完全に一致する菓子の実現が可能になることを完全に実証している
。
【０１７４】
　従って本発明の利点が完全に実証される。
【０１７５】
　さらに、試験１及び２の菓子におけるゼラチンの有無で違いは報告されなかったため、
本発明に係るＤＥ＝２のマルトデキストリンと分枝マルトデキストリンとの混合物で脂肪
を代用することにより、ゼラチンを代用することもまた可能になる。
【０１７６】
　試験１及び２の菓子はもはやいかなる脂肪も含有せず、且ついかなる添加糖もまた含有
せず、繊維が高濃度化されている。
【０１７７】
　従って本発明の利点が完全に実証される。
【０１７８】
実施例２：本発明に係る加糖チューインペースト
　目的は、もはやいかなる脂肪も含有せず、且つ本発明に係るＤＥ＝２のマルトデキスト
リンと分枝マルトデキストリン類との混合物を含有する、今回は糖を添加したチューイン
ペーストタイプのジェリー菓子を作製することである。
【０１７９】
　この例では、チューインペーストは、ｂｉｓｃｕｉｔｉｎｅ　５２１タイプの脂肪を含
有する伝統的なレシピから、ここでｂｉｓｃｕｉｔｉｎｅ　５２１タイプの脂肪を本発明
に係る混合物で代用して作製した。
【０１８０】
　対照は、加糖の、且つ脂肪を含有する従来のチューインペーストレシピである。
【０１８１】
　試験３は、もはやいかなる脂肪も含有しない、しかしゼラチンはなおも含有するチュー
インペーストに関する。従って脂肪の代用は全てである。
【０１８２】
　試験４は、もはやいかなる脂肪も含有せず、またいかなるゼラチンも含有しないチュー
インペーストに関する。
【０１８３】
Ａ－配合
　対照並びに試験３及び４に使用される配合を以下の表２．１に提供する。対照並びに試
験３及び４のカロリー含有量を以下の表２．２に提供する。
【０１８４】
　グルコースシロップｃ４２８０は、本出願人の会社が販売しているグルコースシロップ
である。
【０１８５】
Ｂ－方法
－　冷温の飲用水をタンクに注入する。
－　激しく撹拌しながらパートＡ及びＢを入れる。完全に溶解するまで待ち、塊がないこ
とを確認する。
－　前出の混合物を所定の温度及び大気圧で加熱調理し、９０～９４％固形分を含む混合
物を得る。この例では、加熱調理温度は対照について１２８℃及び２つの試験について１
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２２℃である。また、前出の混合物を真空下に－０．５ｂの圧力で加熱調理することも可
能である。加熱調理ステップの間、混合物が焦げないように良くかき混ぜる。
－　ゼラチンを含有する対照及び試験３については、前出の混合物を加熱調理して約８０
℃の温度に冷却した後に、６０℃の溶液中の溶融ゼラチン（パートＣ）を加える。
－　この塊が８０℃未満に冷めたら、パートＤを加える。
－　チューインペーストを５０～６０℃の温度になるまで冷却テーブル上でキャストする
。
－　チューインペーストを１分間（５０～６０回の動き）引き延ばして十分な空気混和を
達成する。空気混和はまた、連続生産プロセスでは圧力下（１～２バール）で泡立て機に
おいて達成することもできる。
－　空気が混和したチューインペーストを放置して冷却し（４５℃～５５℃）、その食感
を回復させる。
－　菓子を成形し、切断し、及び包装する。
【０１８６】
Ｃ－試験
　これらの様々な試験について、１０人の熟練した評価員がチューインペーストを試食し
、３つのパラメータ：粘着性、硬さ、弾性に従い口内での食感を格付けした。
【０１８７】
　咀嚼時間、即ちチューインペーストを口腔内に入れてから、「通常の」咀嚼でそれが完
全に崩壊するまでの間に計測される時間もまた、タイマーを使用して測定した。
【０１８８】
Ｄ－分析
　分析は実施例１と同じである。
【０１８９】
　対照菓子は、脂肪の存在によってもたらされる十分に弾性のある食感及び口内での充満
感を有する。
【０１９０】
　その弾性及び咀嚼性はこの種の菓子に対する試食者の期待どおりであり、その咀嚼可能
時間は２分であった。
【０１９１】
　試験３及び４の菓子は、消費者の期待に比して、脂肪を含有する対照菓子と同程度の完
全に満足のいく弾性食感を有する。
【０１９２】
　これらの菓子はもはや脂肪を含有しないにも関わらず、対照菓子と同じ口内での充満感
を有する。
【０１９３】
　その咀嚼可能時間もまた計測しており、対照菓子と同程度である。
【０１９４】
　さらに、試験３及び４の菓子はもはや脂肪を含有しないにも関わらず、粘着性が全くな
いと判断された。
【０１９５】
　最後に、ゼラチンを含有する試験及びゼラチンを含有しなかった試験と比べて違いは観
察されなかった。
【０１９６】
　これは、本発明に係るＤＥ＝２のマルトデキストリンと分枝マルトデキストリン類との
混合物の使用により、極めて良好な弾性食感を有し、口蓋又は歯に付着せず、且つ咀嚼可
能時間が消費者の期待と完全に一致する菓子の実現が可能になることを完全に実証してい
る。
【０１９７】
　従って本発明の利点が完全に実証される。
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【０１９８】
　さらに、試験３及び４の菓子におけるゼラチンの有無で違いは報告されなかったため、
本発明に係るＤＥ＝２のマルトデキストリンと分枝マルトデキストリン類との混合物で脂
肪を代用することにより、ゼラチンを代用することもまた可能になる。
【０１９９】
　試験３及び４の菓子はもはやいかなる脂肪も含有せず、繊維が高濃度化されている。
【０２００】
　従って本発明の利点が完全に実証される。
【０２０１】



(22) JP 6688749 B2 2020.4.28

10

20

30

40

【表１】

【０２０２】
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【表２】

【０２０３】
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【表３】

【０２０４】
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【表４】

【０２０５】
実施例３：本発明に係る無脂肪チューインペーストを含むチューインガム
　以下の例の目的は、結晶相の一部又は全てを本発明に係る菓子、詳細には加糖型又は無
糖型並びにゼラチン含有及び不含の無脂肪チューインペーストタイプ（Ｆ不含ＣＰ）のジ
ェリー菓子で代用して、チューインガムを作製することである。
【０２０６】
　以下の例では、ポリオール類をチューインペーストに完全に又は部分的に置き換えた。
脂肪がないことにより、混合物及び比を再定義することが可能になるため、新規の取り合
わせが可能である。
【０２０７】
　ガムベース含有量はもはや限定要因ではなくなる。この配合の自由さが、チューインガ
ムの食感の幅を広げる。
【０２０８】
実施例３．１：無脂肪チューインペースト及び一定のガムベース含有量を含むチューイン
ガム
　対照は、高い初期硬度及び長い水和持続時間によって特徴付けられる従来の無糖チュー
インガムレシピである。
【０２０９】
　配合を以下の表３．１に提供する。
【０２１０】
　試験０は、無糖チューインガムと、従来の、即ち脂肪を含有する、上記の試験１の対照
について作製したとおりの無糖チューインペーストとの混合物に相当する。
【０２１１】
　この場合、チューインペーストの脂肪、ガムベースの構成物の溶媒は、製品の食感に悪
影響を与える。噛み応えが非常に柔らかく粘り気があり、弾性が失われる。この脂肪の作
用を無効にするため、ガムベース含有量は高くなければならない。既に理解されたであろ
うとおり、従来のチューインペーストの添合程度は限られる。
【０２１２】
　試験１～５は、上記の実施例１の試験２にあるとおりの無糖且つ無脂肪のチューインペ
ーストを含有するチューインガムであって、そのガムベース含有量が標準レベル、即ち使
用される全成分の３０重量％に保たれたチューインガムに関する。
【０２１３】
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　試験１は、結晶相のごく一部の置き換えに相当する。
【０２１４】
　試験２は、マンニトールを保持することにより機械の通過を最適化し、且つ混合物の粘
着性を回避するものに相当する。
【０２１５】
　試験３は、結晶相の全面的な置き換えに関する。
【０２１６】
　試験４は、視覚上又は知覚上の効果をもたらすため添加が行われ得るチューインガムに
関する。この場合、本出願人が販売しているマルチトールＰ２００が、クランチ性を出す
効果をもたらす。
【０２１７】
　試験５は、繊維を含むチューインガムに関する。
【０２１８】
　従来のチューインガムで既に可能な組み合わせ、添加、着色料等は全て、保持し、及び
展開することができる。
【０２１９】
　ガムベースＳｏｌｓｏｎａは、ＣＡＦＯＳＡ、スペインが販売している。Ｓｏｌｓｏｎ
ａＴは、無糖製品用のタルクを含むガムベースである。
【０２２０】
実施例３．２：可変のガムベース含有量を有する無脂肪チューインペーストを含むチュー
インガム
　この一連の試験は、ガムベース含有量が可変のチューインガムに関する。実際、ガムベ
ース含有量はもはや制約とはならないことが実証されるであろう。口内でのまとまり及び
ガムベースを噛むことができるために必要な最小容積を確実にしさえすれば十分である。
【０２２１】
　この柔軟性はまた、使用する香料の含有量及び支持の点でも柔軟性を導入する。
【０２２２】
　製品の食感は、添合の程度に応じて、本発明に係るチューインペーストによるのと同じ
くらいガムベースによってもたらされる。
【０２２３】
　配合を以下の表３．２に提供する。
【０２２４】
　これらの異なる配合に使用されるチューインペーストは、上記の実施例１の試験２に定
義されるとおりの無糖且つ無脂肪のチューインペーストである。
【０２２５】
　試験６は、ガムベース部分に液体香料を含まない低ガムベース含有量（使用される全成
分の僅か１０重量％）のチューインガムを示す。
【０２２６】
　試験７もまた、ガムベース含有量が低減された（１５％）、しかし結晶ポリオール部分
を含むチューインガムである。液体香料の含有量は低減されている。
【０２２７】
　試験８は、多量のチューインペーストを含有するが、ガムベース含有量は加糖チューイ
ンガムに相当し、即ち２０％であるチューインガムに相当する。
【０２２８】
実施例３．３：無脂肪チューインペースト及び任意のフォーマットを含むチューインガム
　この例は、得られる菓子のフォーマットを調整する一方での、チューインガムの製造に
おいて伝統的に使用される化合物と組み合わせた本発明に係るチューインペーストの使用
に関する。
【０２２９】
　ガムベースを含む又は含まない製品が同様の食感を有するため、これにより多次元的チ
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ューインガムをはるかに容易に作り出すことが可能になる（多層、ＣＰ／ＣＧ又はＣＧ／
ＣＰフィリング、ねじれ等）。
【０２３０】
　ねじれた製品は、例えば、２つのソーセージ形のピースを巻き付けてねじれた製品を形
成する。
【０２３１】
　試験９は、５０％チューインガム及び５０％ＣＰの二層製品を示す。
【０２３２】
　試験１０は、３０％ＣＰを含むチューインガム製品を示す。
【０２３３】
　組成、混合、層の配置等に制限はない。
【０２３４】
　配合を以下の表３．３に提供する。
【０２３５】
　これらの種々の配合に使用されるチューインペーストは、上記の実施例１の試験２にあ
るとおりの無糖且つ無脂肪のチューインペーストである。
【０２３６】
実施例３．４：種々のチューインガムの調製方法
　Ｚアーム混練機において種々の混合物を調製する。
【０２３７】
　混練機ジャケットを４５℃にする。
【０２３８】
　チューインペーストの一部と共にガムベースを混練機に入れる。
【０２３９】
　液体香料を入れ、次に残りのチューインペースト、及び最後に粉末（ポリオール類、粉
末香料、酸等）を入れる。
【０２４０】
　混合物が均一になったところでミキサーを停止させる。
【０２４１】
　混合物の温度は５０℃を超えない。
【０２４２】
　この段階は、チューインガムの伝統的な製造と同等である。これは、ミキサー又は共混
練機において不連続又は連続モードで行われてもよい。
【０２４３】
　成形は、ペーストの食感及び選択されるフォーマット（圧延又は押出し）に依存する。
【０２４４】
　チューインガム／チューインペースト混合物により、チューインペーストの成形ライン
でチューインガムを作製することが可能になる。実際、製品の最終食感はチューインペー
ストに近く、製品はチューインペーストと同じフォーマットで包装され得る。
【０２４５】
実施例３．５：試食
　本発明に係る種々のチューインガム全てについて、熟練した評価員による試食及び格付
けを行った。
【０２４６】
　それらは全て、極めて満足のいくものであり、対照チューインガムと少なくとも同一の
品質であると判断された。
【０２４７】
　一方で実施例３．３の菓子は、食味評価員に非常に好評であった。これらは食感及び形
状の両方の点で新規の菓子であるが、その試食は非常に肯定的なものであった。
【０２４８】
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　上記に提供した例は全て、
－　チューインガムレシピにおける結晶相の一部又は全てを代用すること、
－　チューインガムレシピにおけるガムベースの一部を代用すること、
－　チューインガムレシピを本発明の無脂肪チューインペーストと組み合わせて新規食感
を作り出すこと
が完全に可能であることを実証している。
【０２４９】
　結晶相及び／又はガムベースの一部を代用しても、最終製品の品質が妨げられることは
ない。
【０２５０】
　実際、湿潤又は乾燥条件における水分の損失及びまた水分の再取り込みの計測は、本発
明に係るチューインペーストを含有するチューインガムが、ソルビトール結晶相を含有す
る先行技術の伝統的なチューインガムと比べて、それと同程度に安定しているか、又はさ
らには一層高く安定していたことを示した。
【０２５１】
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【０２５２】
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【０２５３】
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【表７】

【０２５４】
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